
発行責任者  〒９９０－８５７０  

山形県山形市松波２丁目８－１ 

山形県 県土整備部 道路保全課 

ＴＥＬ：０２３－６３０－２５９３ 

 記事の内容についてのお問い合わせは、発行責

任者まで、各種お申込みについては、最寄りの総

合支庁または市町村の担当までお願いいたします。 

 マイロードサポーターの皆様、平成２７年度も精力的

な活動をありがとうございました。 

 おかげさまで、今年度も重大な事故が発生することな

く、１年を終えることができそうです。 

 県の道路管理においては、どうしても災害復旧などが

優先となり、日常の清掃や美化活動には、皆様の活動

が欠かすことのできないものになっています。 

 まもなく平成２８年度の参加申込がはじまります。平

成２８年度もぜひ継続して、美しいやまがたのみちづく

りに参加してください！ 

これまで 

①参加申込書 

②住宅地図 

③活動予算書 

④誓約書 

平成２８年度より 
①参加申込書 

②住宅地図 

③活動予算書 

④誓約書 

⑤口座振込申出書 

⑥代表者名義の通帳の写し 

  これまで、意見交換会などで、 

   「負担金の支払いが遅い」 

というご意見を、多くいただきました。 

 そこで、平成２８年度より、参加申込

書の添付書類に口座振込申出書を追

加します。 

 これまで、請求書送付時に教えてい

ただいていた口座情報を申込時に教

えていただき、支払いまでの期間を短

縮するように、つとめてまいりたいと思

います。 

 ご協力をよろしくお願いいたします。 



マイロードパネル展

場所：    庄内総合支庁 １階ロビー 

期間：    ２月２３日～３月２日：鶴岡市・酒田市（酒田市・旧松山町・旧八幡町） 

              ３月３日～３月１０日：酒田市(旧平田町)・庄内町・三川町･遊佐町 

庄内総合支庁道路計画課の担当者が一生

懸命手づくりして飾りつけを行いました！ 

みなさんの活動を華やかにおひろめです。 

それぞれの団体さんが、

丁寧に回答してくださいま

した。 

庄内でのマイロードサポート活

動の歴史や、特徴などをまとめ

た展示も行われました。最も多

くの団体が活動に参加してくれ

ているのが庄内地方です。 

マイロードサポート事業の意見交換会が各地で行われました！ 

その様子をお伝えします！ 

 

県では、ご意見を今後の事業展開に反映させる取組みを行ってまいります。 

参加いただいた皆様、貴重なご意見をありがとうございました！ 

３月１５日（火）13:15~ 

最上総合支庁 講堂 

 楽天会、十日町ボランティアグループ、星川

建設㈱、幅町内会の代表者の活動報告のあと、

質疑応答が行われました。 

 幅町内会さんは「地域の協働の力が失われ

つつある中、マイロードサポート事業に参加す

ることでコミュニケーションが深まり、協働の力

を残すきっかけとなった」と述べられました。 

３月１６日（水）14:00～ 

置賜総合支庁本庁舎 講堂 

平成２７年１１月２６日  13:30～ 

      置賜総合支庁 西庁舎４０１会議室 

 

 西置賜では、まず参加してくださった全ての

団体さんから、活動状況の発表が行われまし

た。団体さんからは、水道が活動場所の近く

になく、水やりが大変であること、活動になか

なか人が集まってくれないことなどの報告が

なされました。他の団体さんの発表に、深くう

なずく方も多く、活動の悩みに共感される発

言もありました。 

 また、県に対しても、負担金の支払い、算定

方法についてや、植栽に対する認識不足など、

多くの御指摘をいただきました。今後の事業

展開の参考とさせていただきます。 

 まず、参加された各団体さ

んが、平成２７年度の活動報

告を行いました。花壇に雑草

を生えにくくするためマルチ

をはっている、除草剤の使用 
も検討している、花壇には長持ちする花を植えるようにしているなど、工夫して

活動している様子が報告されました。 

 意見交換では、負担金の増額や街路樹の整備などの要望が出されました。

また、倒木の処理についてどうしたらよいかという質問には、県から、原則とし

てこちらで処理するので、総合支庁に連絡いただきたいと回答しました。 

３月９日（水） 14:00～ 

     村山総合支庁 本庁舎 講堂 

 村山管内合同マイロードサポーター意見交換会には、東南村山、 

西村山、北村山で活動中の３９団体の代表のみなさんが参加してくだ

さいました。 

 村山総合支庁道路課の後藤道路管理主幹の、「みなさんの活動の

自慢話を聞かせてください」との発言からはじまった活動報告。２分の

持ち時間をオーバーする団体さんが続出し、みなさんの活動への熱

意と、真剣さが伝わってくる報告となりました。 

 報告の中では、参加者の確保や高齢化に悩んでいる団体さんが多

くありました。道路に捨てられたゴミの量が多く、ポイ捨ては絶対にし

ないでほしい、花壇をキレイにすることでスピートを出す車が減ること 

を願っているなどの、ドライバーの意識向上を願

う発言もありました。 

 また、意見交換では、 

「子ども達と一緒にごみ拾いをしている。子ども

達に小さいころになにをすりこむか意識しており、

ボランティアは気持ちのいいものだとすりこむよ

うにしている」 「町内会の役員になった若い人が

自然に活動に入って来てくれる例もある」などの

意見が出されました。 

 村山総合支庁の熊坂建設部長より、マイロード

サポート事業による「地域の底力の底上げ」をお

願いし、散会となりました。 



 マイロードサポート通信では、参考になるような精力的な活動を行っている団体さん

の紹介をしていきたいと思っております。今回は、庄内地方で大活躍中の「出羽商工会

女性部」のみなさんにお話しを聞くことができました。 

 

 インタビューには支部長の小羽さん、副支部長の工藤さん、

同じく副支部長で花壇班班長の榎本さんがお答えください

ました！活動について語られる表情はやはり真剣。県に要

望はないですかとお聞きすると、「一生懸命やっているだけ

なので」とだけ答えられました。一生懸命、地域社会に尽くさ

れている出羽商工会女性部さん、大きな感動をいただきま

した。ありがとうございました！ 

 出羽商工会女性部さんは、商店の女将さんたちの集

まりです。昭和６３年のべにばな国体のあたりから活動

をはじめられ、マイロードサポート事業には、平成１９年

から参加されています。 

 活動は、清掃、除

草、草刈、植栽など。 

 一番大変なのは花

壇の水やりとのこと。

近くの企業さんから

水道を使わせてもら

い、お礼に周囲のゴ

ミ拾いをしているそう

です。 

 みんな納得してやることが大事、朝食を用意したりしてコ

ミュニケーションをとり、次も出てきやすくなるような活動を

心がけているとのこと。今年は「みどりの愛護」功労者国土

交通大臣表彰を受け、モチベーションが高まったそうです。 

 出羽商工会女性部さんは、５

班に分かれて、交代制で作業

をしているとのこと。１０日ごと

に、花壇管理日誌が次の班に

回ります。 

 班長に作業内容まで任せて、

それぞれが無理しないででき

る範囲で活動することが、継続

のコツと支部長の小羽さんが

教えてくださいました。 

 活動当初は、男手を借りていた草刈機も、活動を継続

するうちに、すっかりおてのものに。鮮やかに扱います！ 

 今では、サツキの剪定まで女性部メンバーの手で行っ

ていらっしゃいます。 


